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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第54期 

第１四半期累計期間 
第55期 

第１四半期累計期間 
第54期 

会計期間 
自 2019年４月１日 
至 2019年６月30日 

自 2020年４月１日 
至 2020年６月30日 

自 2019年４月１日 
至 2020年３月31日 

売上高 （千円） 1,499,466 1,471,089 6,193,309 

経常利益 （千円） 117,943 131,651 509,047 

四半期（当期）純利益 （千円） 80,433 90,274 343,142 

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － 

資本金 （千円） 630,500 630,500 630,500 

発行済株式総数 （株） 4,810,000 4,810,000 4,810,000 

純資産額 （千円） 3,197,441 3,449,497 3,440,709 

総資産額 （千円） 5,904,883 6,212,554 6,492,884 

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 18.18 20.40 77.55 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益 
（円） － － － 

１株当たり配当額 （円） － － 24.00 

自己資本比率 （％） 54.1 55.5 53.0 

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。 

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期が未だ見えず、不透明な事業環境が続いておりますが、現時点にお

いて当社業績に対して重要な影響は生じておりません。 

今後の経過によっては重要な影響も及ぼす可能性があるため、引き続き状況を注視してまいります。 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。 

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済活動の停滞、国

内外の移動制限による消費の落ち込みに加え、通商問題をめぐる緊張や地政学上のリスクも依然として存在し、当

面景気は極めて厳しく不透明な状況が続くものと見込まれております。 

当社を取り巻く情報サービス産業においては、デジタルトランスフォーメーションに代表される新たなデジタル

ビジネスの創造や革新の流れの中で、AIやIoTといった最新テクノロジー分野における技術者不足が継続しておりま

す。また、新常態（New Normal）によるテレワークの広がりで通信インフラの環境整備等、社会におけるICTの重要

性はますます高まっております。一方で景気悪化拡大に伴う顧客のIT投資の凍結やプロジェクトの中断、延伸等の

リスクが一部顕在化しており、影響については注視する必要があります。 

このような環境下、当社は2年目を迎える中期経営計画「＋transform」を推し進め、従来からのソフトウェア開

発事業、すなわち“Traditional IT Business”の維持・拡大を図りつつ、デジタルビジネスカンパニーへの成長を

目指し、DX人材投資、AI等の技術研究の重点施策に対する取り組みも開始いたしました。 

 

この結果、当第１四半期会計期間末の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。 

 

① 財政状態 

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ280百万円減少し、6,212百万円となりました。 

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ289百万円減少し、2,763百万円となりました。 

当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ8百万円増加し、3,449百万円となりました。 

 

② 経営成績 

当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高1,471百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益127百万円（前年

同期比11.9％増）、経常利益131百万円（前年同期比11.6％増）、四半期純利益90百万円（前年同期比12.2％

増）となりました。 

 

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。 

 

ａ．ソフトウエア開発事業 

ソフトウェア開発事業は、売上高1,444百万円（前年同期比1.2％減）、売上総利益236百万円（前年同期

比8.4％増）となりました。 

 

ｂ．ＢＰＯ事業 

ＢＰＯ事業は、売上高26百万円（前年同期比29.1％減）、売上総損失１百万円（前年同期は売上総利益2

百万円）となりました。 
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(2）財政状態の分析 

（流動資産） 

当第１四半期会計期間末における流動資産は4,943百万円（前事業年度末比261百万円減少）となりました。

主な要因は現金及び預金が240百万円減少したことによるものであります。 

 

（固定資産） 

当第１四半期会計期間末における固定資産は1,269百万円（同18百万円減少）となりました。主な要因は投資

その他の資産に含めた投資有価証券の時価評価が35百万円上昇したものの、繰延税金資産が51百万円減少した

ことによるものであります。 

 

その結果、当第１四半期会計期間末における資産合計は6,212百万円（同280百万円減少）となりました。 

 

（流動負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債は669百万円（同320百万円減少）となりました。主な要因は未払

法人税等が126百万円及び賞与引当金が234百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 

（固定負債） 

当第１四半期会計期間末における固定負債は2,093百万円（同31百万円増加）となりました。これは退職給付

引当金が増加したことによるものであります。 

 

その結果、当第１四半期会計期間末における負債合計は2,763百万円（同289百万円減少）となりました。 

 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は3,449百万円（同8百万円増加）となりました。主な要因は配

当金の支払106百万円による利益剰余金の減少があったものの、四半期純利益90百万円による利益剰余金の増加

及びその他有価証券評価差額金24百万円の増加によるものであります。 

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 18,000,000 

計 18,000,000 

 

②【発行済株式】

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（2020年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（2020年８月13日） 

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 
取引業協会名 

内容 

普通株式 4,810,000 4,810,000 

東京証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

単元株式数 

100株 

計 4,810,000 4,810,000 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金 
増減額 

（千円） 

資本金 
残高 

（千円） 

資本準備金 
増減額 

（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

2020年４月１日～ 

2020年６月30日 
－ 4,810,000 － 630,500 － 553,700 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2020年６月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 385,100 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,423,800 44,238 － 

単元未満株式 普通株式 1,100 － － 

発行済株式総数   4,810,000 － － 

総株主の議決権   － 44,238 － 

（注）１ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。 

   ２ 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができないことから、直前の基準日（2020年３月31日）に基づく株主名簿によ

る記載をしております。 

 

②【自己株式等】

        2020年６月30日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計
（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数の 
割合（％） 

株式会社 昭和システム 

エンジニアリング 

東京都中央区日本橋 

小伝馬町１番５号 
385,100 - 385,100 8.00 

計 － 385,100 - 385,100 8.00 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について 

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020年６

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表につい

て、東邦監査法人による四半期レビューを受けております。 

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第54期事業年度                   監査法人大手門会計事務所

第55期第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間   東邦監査法人

 

３．四半期連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

    （単位：千円） 

  前事業年度 
(2020年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(2020年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,460,826 4,219,843 

売掛金 714,226 665,799 

仕掛品 10,352 29,359 

その他 20,074 28,544 

流動資産合計 5,205,479 4,943,546 

固定資産    

有形固定資産 173,326 170,643 

無形固定資産 3,332 3,332 

投資その他の資産    

繰延税金資産 733,795 682,563 

その他 376,950 412,467 

投資その他の資産合計 1,110,746 1,095,031 

固定資産合計 1,287,405 1,269,007 

資産合計 6,492,884 6,212,554 

負債の部    

流動負債    

買掛金 254,177 199,223 

短期借入金 10,000 10,000 

未払法人税等 135,008 8,452 

賞与引当金 361,280 126,953 

その他 229,770 325,362 

流動負債合計 990,236 669,991 

固定負債    

役員退職慰労未払金 60,973 60,973 

退職給付引当金 2,000,965 2,032,091 

固定負債合計 2,061,938 2,093,064 

負債合計 3,052,174 2,763,056 

純資産の部    

株主資本    

資本金 630,500 630,500 

資本剰余金 553,700 553,700 

利益剰余金 2,592,058 2,576,136 

自己株式 △200,688 △200,688 

株主資本合計 3,575,570 3,559,648 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 44,518 69,227 

土地再評価差額金 △179,378 △179,378 

評価・換算差額等合計 △134,860 △110,151 

純資産合計 3,440,709 3,449,497 

負債純資産合計 6,492,884 6,212,554 
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

    （単位：千円） 

 
 前第１四半期累計期間 
(自 2019年４月１日 
 至 2019年６月30日) 

 当第１四半期累計期間 
(自 2020年４月１日 

 至 2020年６月30日) 

売上高 1,499,466 1,471,089 

売上原価 1,278,511 1,235,782 

売上総利益 220,954 235,306 

販売費及び一般管理費 107,385 108,189 

営業利益 113,568 127,117 

営業外収益    

受取利息 118 114 

受取配当金 3,600 3,361 

受取家賃 465 465 

受取手数料 202 169 

雑収入 - 434 

営業外収益合計 4,385 4,545 

営業外費用    

支払利息 10 10 

営業外費用合計 10 10 

経常利益 117,943 131,651 

税引前四半期純利益 117,943 131,651 

法人税、住民税及び事業税 1,050 1,050 

法人税等調整額 36,459 40,326 

法人税等合計 37,509 41,377 

四半期純利益 80,433 90,274 
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

 
前第１四半期累計期間 

（自 2019年４月１日 
至 2019年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 2020年４月１日 
至 2020年６月30日） 

減価償却費 2,027千円 2,683千円 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日） 

１．配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2019年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 106,195 24.00 2019年３月31日 2019年６月24日 利益剰余金 

 

２．株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。 

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） 

１．配当金支払額 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

2020年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 106,195 24.00 2020年３月31日 2020年６月22日 利益剰余金 

 

２．株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

      （単位：千円） 

  報告セグメント 
合計 

  ソフトウエア開発事業 ＢＰＯ事業 

売上高 1,462,010 37,456 1,499,466 

セグメント利益 218,304 2,650 220,954 

（注）セグメント利益の合計は、四半期損益計算書の売上総利益と同額になっております。 

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

      （単位：千円） 

  報告セグメント 
合計 

  ソフトウエア開発事業 ＢＰＯ事業 

売上高 1,444,542 26,547 1,471,089 

セグメント利益又はセグ

メント損失（△） 
236,692 △1,386 235,306 

（注）セグメント利益又はセグメント損失（△）の合計は、四半期損益計算書の売上総利益と同額に

なっております。 

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第１四半期累計期間 
（自 2019年４月１日 
至 2019年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 2020年４月１日 
至 2020年６月30日） 

１株当たり四半期純利益 18円18銭 20円40銭 

（算定上の基礎）    

四半期純利益（千円） 80,433 90,274 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期純利益（千円） 80,433 90,274 

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,424 4,424 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

 

 

２【その他】

該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年８月13日

株式会社昭和システムエンジニアリング 

取締役会 御中 

 

東邦監査法人 

東京都千代田区 

 

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 石井 克昌  印 

 

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 藤嵜 研多  印 

 

監査人の結論 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社昭和シ

ステムエンジニアリングの2020年４月１日から2021年３月31日までの第55期事業年度の第１四半期会計期間（2020年４月

１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社昭和システムエンジニアリングの2020年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点にお

いて認められなかった。 

 

監査人の結論の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。 

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 



・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。 

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。 

 

その他の事項 

会社の2019年６月30日をもって終了した前事業年度の第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間に係る四半期財務諸

表並びに前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査

人は、当該四半期財務諸表に対して2019年８月13日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対して

2020年６月19日付けで無限定適正意見を表明している。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 

 


